
江別市特別支援教育支援員Ａ・Ｂ（会計年度任用職員）採用試験案内 

 

【会計年度任用職員とは】 

1会計年度（4月 1日から3月31日まで）を任期として任用される非常勤の公務員のことです。 

【募集職種】 

● 特別支援教育支援員Ａ（以下「支援員Ａ」という。） 

  【職務内容】市内の小中学校に勤務し、特別支援学級に在籍する児童生徒の生活介助（移動、食事、排

せつ、着替え）を行います。 

● 特別支援教育支援員Ｂ（以下「支援員Ｂ」という。） 

     【職務内容】市内の小中学校に勤務し、通常学級に在籍する児童生徒の特別な支援に係る教諭等の補

助（障がい等により支援が必要な児童生徒の個別学習指導など）を行います。 

【採用予定者数】 

支援員Ａ 6名程度 （令和8年4月1日付け採用予定） 

支援員Ｂ 6名程度 （同上） 

 

なお、4 月からの任用のほか、「採用候補者」として、令和 8年 4月 1 日から 1 年間名簿に登録され、

年度途中の退職その他の理由により欠員が生じた際に採用となる場合もあります。 

【応募資格】 次の（１）と（２）を全て満たしている方。 

区分 支援員Ａ 支援員Ｂ 

（１） 

次のいずれかの資格をお持ちの方 

① 介護職員初任者研修修了、介護福祉

士実務者研修修了、介護福祉士 

② 教員免許状（種類不問） 

③ 保育士資格 

次の資格をお持ちの方 

 

教員免許状（種類不問） 

（２） 

・就労経験３年以上 

・江別市内の勤務場所（小中学校）に通勤が可能な方 

（江別市内及び近郊にお住まいの方） 

 
注）次の各号（地方公務員法第１６条）のいずれかに該当する方又はこども性暴力防止法に規定する特定性犯罪歴があ

る方は受験できません。 

  ①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者 

  ②江別市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

  ③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

【応募締切】 

令和7年12月26日（金）（消印有効） １７時１５分まで 

 

 

 

 

◎お問合せ先 

〒067-0074 江別市高砂町２４番地６ 

江別市教育委員会 学校教育支援室教育支援課 

電話 011-381－1409（直通） 



 

１ 採用試験の内容 

（１）選考方法 

区分 支援員Ａ 支援員Ｂ 

選考方法 面接試験（個別に面接し、職務への適性を評価します。） 

面接日時 
令和8年1月中旬～下旬を予定 
＊面接の詳しい日時は、応募者に別途通知します。 

面接会場 応募者に別途通知します。 

〈留意事項〉応募者多数の場合は、提出された書類により、事前に書類選考を行う場合があります。選考結果および 

書類選考に合格された方の面接の集合時間等については、個別に通知します。 

 

（２）応募方法 
 ①必要書類および申込方法(下記（１）又は（２）のいずれかの方法によりお申し込みください) 

（１）「江別市特別支援教育支援員Ａ・Ｂ(会計年度任用職員)採用試験申込書」に必要事項を記入し、資格

証の写し（教員免許状、介護職員初任者研修修了証明書など)を同封のうえ、「郵送」または「持参」

により応募してください。 

※申込書は江別市教育庁舎、江別市大麻出張所、ハローワーク江別で配布しているほか、江別市ホー

ムページからもダウンロードできます。 

 

（２）下記のＵＲＬ又は２次元コードから電子申請により応募してください。 

電子申請ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/PwCT/1319531   
 
 
②応募締切  

令和7年12月26日（金） 17時 15分まで 
 
＊持参の場合は、平日の８時４５分から１７時１５分までの受け付けとなっております。 

（応募先以外の場所では受け付けできません。） 

＊郵送の場合は、当日消印有効。 
 

③応募先 

江別市教育委員会 学校教育支援室教育支援課 

〒067-0074 江別市高砂町２４番地の６ （江別市教育庁舎２階） 
 

※試験申込書 作成時の注意等 

・ 締切後の申込みは、理由を問わず一切受け付けません。 

・ ｢採用試験申込書｣は返却いたしません。 

・ 受験資格がないこと、または、申込書記載事項が事実と異なること等が判明した場合には、合格及び採用を取り

消すことがあります。 

・ 「※」欄以外はもれなく正確に記入し、該当事項を○で囲んでください。顔写真（縦4.0cm×横3.5㎝）を必ず添

付してください。 

・ 自筆する場合は万年筆またはボールペン（いずれも黒）を用いて、かい書で記入してください。なお、数字は算用

数字を使用してください。 

・ 「職歴及び在家庭期間」欄は、高校卒業後の在学期間以外の期間のことをもれなく順に記入してください。職歴は

ごく短期間のアルバイトを除き、自営家業手伝、臨時雇い等も含めてください。なお、「部署名または仕事内容」は

、それぞれの勤務先での最終のものを記入してください。 

 



・ 「自己ＰＲ欄」は、志望理由、これまでの仕事上の経験、採用されたらやってみたい仕事などについて自由に記入

してください。欄が足りない場合は、余白への記入または別の紙（原稿用紙・便せん・レポート用紙など）を使用し

てもかまいません。 

 

２ 特別支援教育支援員Ａ・Ｂの勤務条件等 

 
 支援員Ａ 支援員Ｂ 

報酬 
 

 

 

○ 時給制 １，２３５円 

 

更新に伴い時給の区分が変わります。 

(例) ２年目 １，２７２円 

３年目 １，３１０円 

４年目 １，３４３円 

 

・通勤費支給（歩行での通勤距離が片道２ｋｍ以上で公共交通機関又は自家用車等を利用する

職員） 

※勤務を要しない長期休暇（夏、冬休み）のある月は日割支給となります。 

・賞与は週29時間勤務の場合のみ支給されます。 

勤務時間等 

原則週５日勤務 

（週２９時間） 

＊勤務時間は、配属先の学校により異なり

ます。 

原則週５日勤務 

（週１９時間） 

＊勤務時間は、配属先の学校により異なり

ます。 

1日の勤務時間例： 

支援員Ａ（週29時間）の場合は概ね8：00～15：30までの間の5～6時間程度 

支援員Ｂ（週 19時間）の場合は概ね8：00～15：30までの間の3～4時間程度 

 ※支援員Ｂにおいて、通級指導教室設置校での勤務となった場合は、１５時３０分以降

の勤務となることがあります。 

勤務日 
児童生徒の登校日となります。 

（原則として、長期休暇（夏、冬休み等）は、勤務を要しません。） 

休暇 規定により、年次有給休暇、夏季休暇などが取得できます。 

任用期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日の間 （※1年ごとの更新あり） 

社会保険等 週２０時間以上勤務する職員のみ「社会保険」、「厚生年金」、「雇用保険」 

その他 
服務について、会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、地方公務員法の服務

に関する各規定が適用されます。 



 

【特別支援教育支援員Ａ・Ｂ（会計年度任用職員）採用試験の申込手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【～申込みから採用まで～】 

 

試験案内・申込書の入手    ・教育委員会 学校教育支援室教育支援課 

（江別市高砂町24番地の6） 

                        ・市大麻出張所（江別市大麻中町26番地の4） 

・ハローワーク江別（江別市4条1丁目10番地） 

                        ・市ホームページ（http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/） 

 

受  験  申  込      ・教育委員会 学校教育支援室教育支援課へ持参または郵送 

                         （郵送：申込書を折り曲げずに角型２号封筒で送付） 

   

試験日程案内の送付     ・教育委員会 学校教育支援室教育支援課から本人へ面接日程、 

場所を通知 

                   

面  接  試  験        ・令和8年1月中旬～下旬に個別面談（予定）            

              

   

合  格  発  表        ・2月上旬～中旬に通知（予定） 

 

 

採         用       ・令和8年4月1日～令和9年3月31日 

                    ・市内の小中学校に勤務 

   

  

「特別支援教育支援員Ａ・Ｂ（会計年度任用職員）採用試験案内」で内容を確認 

申込みに必要な書類をそろえ、必要事項を記入 

① 特別支援教育支援員Ａ・Ｂ（会計年度任用職員）採用試験申込書（写真のりづけ） 

② 教員免許などの資格証の写し（忘れずにお願いします。） 

教育委員会 学校教育支援室教育支援課へ提出 

（郵送または持参：締切日は令和7年12月26日（金）） 

※郵送の場合は、令和7年12月26日（金）当日消印有効。 

※持参の場合は、教育庁舎２階にて１７時１５分まで受け付けます。 


